
第２２号議案 

長岡京市自転車等駐車場条例の一部改正について 

 長岡京市自転車等駐車場条例（平成１４年長岡京市条例第５号）の一部を別

紙のとおり改正するものとする。 

令和７年２月２０日提出 

長岡京市長 中小路 健 吾 

（提案理由） 

  長岡天神駅東自転車駐車場の移転に伴う自転車の駐車料区分の変更のた

め、条例の一部を改正する必要があるので提案する。 



長岡京市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 

長岡京市自転車等駐車場条例（平成１４年長岡京市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 

１ 定期利用駐車料 

（長岡天神駅東自転車駐車場) 

車種 利用

の種

別 

利用

場所 

１月 ３月 ６月 

一般・学生 一般 学生 一般 学生 

自転

車 

屋外

(屋根

有り) 

２，３

００

円 

２，３

００

円 

６，５

５０

円 

５，８

５０

円 

１２，

４０

０円 

１１，

００

０円 

屋外 

 

 

 

 

 

２，０

００

円 

２，０

００

円 

５，７

００

円 

５，１

００

円 

１０，

８０

０円 

９，６

００

円 

原動

機付

自転

車 

屋外

(屋根

有り) 

３，５００

円 

１０，００

０円 

１８，９０

０円 

普通

自動

二輪

車 

屋外

(屋根

有り) 

４，２００

円 

１２，００

０円 

２２，７０

０円 

【略】 

別表（第６条関係） 

１ 定期利用駐車料 

（長岡天神駅東自転車駐車場) 

車種 利用

の種

別 

利用

場所 

１月 ３月 ６月 

一般・学生 一般 学生 一般 学生 

自転

車 

１・２

階 

２，５

００

円 

２，５

００

円 

７，１

５０

円 

６，４

００

円 

１３，

５０

０円 

１２，

００

０円 

屋外 ２，０

００

円 

２，０

００

円 

５，７

００

円 

５，１

００

円 

１０，

８０

０円 

９，６

００

円 

屋上 １，５

００

円 

１，５

００

円 

４，５

００

円 

４，０

５０

円 

８，１

００

円 

７，２ 

００

円 

原動

機付

自転

車 

屋外 ３，３００

円 

９，４５０

円 

１７，８０

０円 

普通

自動

二輪

車 

屋外 ４，０００

円 

１１，４０

０円 

２１，６０

０円 

【略】 
 

備考 【略】 備考 【略】 

２ 一時利用駐車料 【略】 ２ 一時利用駐車料 【略】 

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は、令和７年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にその時点における車種、利用場所

及び利用の種別(以下この項において「その時点における車種等」という。)に応じた料

金を支払い、長岡天神駅東自転車駐車場の定期利用(施行日以後の期間の終了までの利用

に限る。以下この項において同じ。)を認められた者は、その時点における車種等に応じ

た改正後の長岡京市自転車等駐車場条例（以下「改正後の条例」という。）別表の１定

期利用駐車料(長岡天神駅東自転車駐車場)の表に掲げる車種、利用場所及び利用の種別に

よる駐車料を納付し、長岡天神駅東自転車駐車場の定期利用の許可を受けた者とみなす。

この場合において、施行日前の利用場所が改正後の条例に規定する利用場所と異なる場

合の取扱いは、市長が別に定める。 

３ 前項の規定により定期利用の許可を受けた者とみなされた者が支払った料金(施行日

以後の期間の終了までの利用に係る料金に限る。)と当該みなされた者が納付すべき駐車

料(施行日以後の期間の終了までの利用に係る駐車料に限る。)との間に差額があるとき

は、当該みなされた者に対し、第８条の規定によりその差額を返還することができる。 


